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第
十
条
の
二
を
第
十
条
の
二
の
二
と
し
、
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
報
告
、
検
査
等
）

第
十
条
の
二

国
土
交
通
大
臣
は
、建
築
士
の
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

一
級
建
築
士
に
対
し
そ
の
業
務
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
建
築
士
事
務
所
そ
の
他
業
務
に

関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
図
書
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
建
築
士
の
業
務
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
二
級
建

築
士
若
し
く
は
木
造
建
築
士
に
対
し
そ
の
業
務
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
建
築
士
事
務
所

そ
の
他
業
務
に
関
係
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
り
、
図
書
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て

は
な
ら
な
い
。

第
十
条
の
十
三
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

第
十
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
条
の
十
三
第
三
項
を
削
る
。

第
十
条
の
十
九
第
一
項
中
「
、
第
三
項
及
び
第
五
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
」に
、「
第
十
条
の
二
の
」

を
「
第
十
条
の
二
の
二
の
」
に
、「
第
十
条
の
二
第
一
項
各
号
」
を
「
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
第
五
条
第
五
項
」
を
「
第
五
条
第
六
項
」
に
、「
第
十
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
十
条
の
二
の
二
第
六
項
」

に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
十
一
第
一
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
、「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、「
同

条
第
三
項
及
び
」
の
下
に
「
第
四
項
並
び
に
」
を
加
え
る
。

第
十
条
の
二
十
二
中
「
第
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
三
十
四
第
二
項
中
「
第
十
条
の
十
三
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
十
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に

改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
十
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
章

環
境
省
関
係

（
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
の
一
部
改
正
）

第
百
十
五
条

日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

六
条
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
若
し
く
は
」
を
加
え
る
。

（
水
俣
病
被
害
者
の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
百
十
六
条

水
俣
病
被
害
者
の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
八

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
会
社
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
第
四
百
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
二
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

第
十
二
章

罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
及
び
政
令
へ
の
委
任

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
十
七
条

施
行
日
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
施
行
日
以
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
百
十
八
条

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、政
令
で
定
め
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
九
条
中
投
資
信

託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
七
十
六
条
第
二
項
、
第
八
十
八
条
の
五
第
二
項
、
第
八
十
八
条
の
八
第
五
項
、
第

八
十
八
条
の
十
五
、
第
八
十
八
条
の
十
七
、
第
八
十
八
条
の
十
八
、
第
八
十
八
条
の
二
十
一
第
二
項
、
第
八
十
八
条
の

二
十
二
、
第
百
四
十
九
条
の
三
の
二
第
四
項
及
び
第
百
四
十
九
条
の
十
三
の
二
第
四
項
の
改
正
規
定
並
び
に
第
四
十
九

条
中
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
第
二
百
四
十
七
条
の
三
の
改
正
規
定
は
、
金
商
法
等
改
正
法
附
則
第
一
条

第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。
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建
築
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
九
十
二
号

建
築
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
章

業
務
（
第
十
八
条
e

第
二
十
二
条
の
三
）」を
「
第
四
章

業
務
（
第
十
八
条
e

第
二
十
二
条
の

第
四
章
の
二

設
計
受
託
契
約
等
（
第
二
十
二

三
）
条
の
三
の
二
e

第
二
十
二
条
の
三
の
四
）」に
改
め
る
。

第
二
条
第
九
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
四
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

こ
の
法
律
で
「
建
築
設
備
士
」
と
は
、
建
築
設
備
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
資

格
を
有
す
る
者
を
い
う
。

第
五
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同

条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

一
級
建
築
士
、
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
は
、
一
級
建
築
士
免
許
証
、
二
級
建
築
士
免
許
証
又
は
木
造
建
築

士
免
許
証
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
一
級
建
築
士
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
に
、
二
級

建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
に
あ
つ
て
は
免
許
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
一
級
建
築
士
免
許
証
、
二
級
建
築

士
免
許
証
又
は
木
造
建
築
士
免
許
証
の
書
換
え
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
の
二
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築

士
証
の
交
付
を
受
け
た
一
級
建
築
士
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
構
造
設
計
一
級
建
築
士
」
又
は
「
設
備
設
計
一
級
建
築
士
」

と
い
う
。）」
を
「
構
造
設
計
一
級
建
築
士
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
」
に
、「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
の
交
付
を
受
け
た
一
級
建
築
士
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
構

造
設
計
一
級
建
築
士
」
又
は
「
設
備
設
計
一
級
建
築
士
」
と
い
う
。）は
、
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
設
備
設
計

一
級
建
築
士
証
に
記
載
さ
れ
た
事
項
等
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
構
造
設
計
一
級
建
築

士
証
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
の
書
換
え
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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